
令和４年７月に草津市の私立綾羽高等学校で、食の安全・安心に関する情報提供と意見
交換を行いました。
意見交換会には、消費者であるとともに将来食を提供する側の立場にもなる、食物調理

科の生徒31名が参加しました。意見交換会では、「食肉を原因とする食中毒」について
情報提供を行いました。その後、５グループに分かれて、「自分のお店を持ったとき、客
から鶏刺しの提供を求められたら提供するか」、「友達とバーベキューをするときに食中
毒を起こさないようどのようなことに気を付けるか」といった内容について生徒たちと先
生方、行政職員で意見交換を行いました。最後には各グループの代表生徒がグループ内で
話し合った内容を発表しました。

《提供した内容》
（１）食肉衛生検査所の紹介
（２）お肉が原因となる食中毒
（３）お肉による食中毒を防ぐには

《意見交換会を終えた学生の皆さんの感想》
・食中毒の怖さと予防の仕方について知ることが出来た。
・話し合って自分では考えていなかった意見が出てきて面白かったです。
・カンピロバクターは鶏肉に多くつくことや、食中毒の怖さを改めて知れたので活かした
いと思いました。
・食中毒予防三原則など知れて良かった。
・調理は１つのミスでもリスクを負うと思った。
・お肉がどういう風にお店に提供されているのか分かった。

また、令和５年１月には、甲賀保健所が開催した「食の安全・安心に関する意見交換
会」に参加し、情報提供を行いました。
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３．令和４年の輸出実績

このたび、多年にわたり、と畜場における食肉解体処理業務、内臓処理業務、とさつ
および解体から一貫して分割まで行う食肉処理施設における食肉処理業務、および両施
設における衛生管理等の業務に従事され、食肉等の衛生処理、施設の衛生管理等に特に
顕著な功績があった方を、下記のとおり滋賀県食肉衛生検査所長が表彰しました。みな
さまおめでとうございます。

氏名 所属

井上 重太 株式会社滋賀食肉市場

下口 昌亮 株式会社滋賀食肉市場

日高 克之 株式会社滋賀食肉市場

被表彰者（敬称略）

２．令和４年度食肉衛生検査所長表彰を行いました

令和元年度末から新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けていた牛肉の輸
出について、近年回復傾向にあります。今年度の輸出頭数は、令和４年12月末時点
で、令和２年度および令和３年度を上回っています。輸出先国についてはタイが最も多
く、次いでシンガポール、台湾となっています。
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【輸出事業者のみなさまへ】
今年度から、食肉検査申請書や食肉衛生証明書の発行申請書の様式が変更となりまし

た。お忙しいところご対応いただきありがとうございます。今後とも以下の点にご注意い
ただき、ご対応のほどよろしくお願いいたします。

・食肉検査申請はと畜の２日前（土日祝日を除く）17時15分までにお願いします
・食肉衛生証明書の発行は申請受付の翌日以降となります。
（フライト予定等にはゆとりをもっての申請をお願いします。）
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※：４月から12月末時点年度


